
【ふくおか公衆衛生推進機構】
健康経営

公益財団法人 ふくおか公衆衛生推進機構

健康経営推進事務局
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健康経営とは…

職員の健康管理・健康づくりを「人的資本」に

対する積極的な「投資」と捉えて実行していきます。

ふくおか公衆衛生推進機構は健康経営プロジェクト

「ひとまわり改革」を実施します！

全職員の健康管理能力を高めることで、心身の健康

向上と機構の発展を目指します。
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方針

組織体制
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法令遵守・リスクマネジメント

評価・改善

健康経営推進への取り組み



健康経営宣言

5



推進の4つのステップ

①職員の健康度を向上し、いきいきと生きがいを

持って働ける、活気ある職場を目指します

②職場の活性化による、お客様満足度の向上と、

品質の高いサービスの継続的な提供を目指します

③公益法人としての社会的責任を果たすことにより、

企業価値及び社会的認知度の向上、ならびに企業

としての持続的な発展を目指します

④広く社会に目を向け、様々な事業活動を通じて、社会

へ貢献し、社会とともに発展することを目指します
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健康推進体制
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健康経営プロジェクトメンバー

健康経営推進会議
経営層も入り、月1回
は会議を実施。
課題共有や
推進状況を確認。



課題

健康経営で達成したい経営上の課題
健診業務に従事する職員は早朝勤務も多く、時間が不規則な

ため睡眠時間が確保がしづらい状況がある。また、繁忙期・

閑散期の業務量の差が大きいため、繁忙期には時間外勤務が

発生しやすく、十分な休養が取りづらい。その結果、睡眠

を充分にとれていない職員が増えており、健康上の問題が

懸念されている。
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期待する効果

健康経営の実施による期待する効果
業務量を調整し、時間外労働の削減に努めることで、ワーク

ライフバランスを整えて睡眠で疲れがとりやすい環境になる

ことを期待している。

職員のプレゼンティーイズム・ワークエンゲイジメントが

高まることで、従業員のパフォーマンスを向上させ、組織の

活性化が促されることを望んでいる。
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健康経営戦略マップ

10



ひまを見つけてストレッチ

徒歩で通勤 すこやかＢＯＤＹ

周りの仲間と楽しく情報交換

ワークライフバランスを整えて

リフレッシュも大切にね

睡眠でしっかり
休養も取ってね！



重点テーマ
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①健康保持・増進

②ヘルスリテラシーの向上

③働き方改革の推進



①健康保持・増進

◆受診率向上

健康診断受診率 100％

ストレスチェック受診率 100％

二次検査受診率 100％

特定保健指導受診率 90％

◆健康管理室の設置

健康不良者・メンタルヘルスへの対応

食生活・女性の健康に関する相談

未受診者への受診勧奨・各種健康相談
13

未受診者への受診勧奨
を健康管理室より実施



②ヘルスリテラシーの向上

◆女性の健康対策

女性の健康課題セミナー実施

がん検診助成

◆健康セミナー実施

禁煙・食習慣・飲酒・腰痛対策

メンタルヘルス・飲酒習慣・がん等…

◆睡眠度アンケートを実施

不眠度をセルフチェック、自分の状態を確認

（アテネ不眠度尺度）
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101名受講
（受講後の意識変容
のアンケート実施）

★ヘルスリテラシーに関する教材は自社で作成★
健康経営推進のため、教材を取引先へ提供しています

管理職33名受講
（受講後の意識変容
のアンケート実施）



②ヘルスリテラシーの状況
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②ヘルスリテラシーの状況
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②ヘルスリテラシーの状況
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②ヘルスリテラシーの状況
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②ヘルスリテラシーの状況
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②ヘルスリテラシーの状況
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Ｑ．今後、女性の健康課題と向き合うためにどのようなことに取り組む必要があると思われますか。



③働き方改革の推進

◆長時間労働の実態把握と残業時間の削減

長時間労働者へは産業医面談実施（必須）

◆休暇取得推進

有給休暇・男性の育児休暇取得の勧奨

◆職場環境の整備

職場巡視の実施・

高齢者対策・腰痛対策（ストレッチ）・熱中症対策・

喫煙場の状況、職員間のコミュニケーション状況確認
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社内掲示 研修資料



評価方法

【1】職員の健康状態

・問診データを用いた生活習慣指標

・健康診断結果による身体的指標

（メタボ該当率・血圧リスク・脂質リスク・血糖リスク・

肝機能リスクなど）

・ストレスチェックデータを用いた心理的指標

【2】欠勤状況・生産性への影響度を評価する指標

【3】ヘルスリテラシー向上のためのセミナー参加率

次年度の施策への反映



法令遵守・リスクマネジメント

【1】安全衛生委員会の開催

【2】安全管理を行う専属の課を設け、労働環境の改善

労働災害リスクへの対応を随時実施

（例）・過重労働者へは必須で産業医面談を実施

・残業時間の多い課の管理職へ個別面談をし、

残業抑制へのアプローチを実施

・熱中症対策の検討・実施

…など



労働安全衛生管理について

公益財団法人全国労働衛生団体連合会による

「労働衛生サービス機能評価」認定証の交付を

受けています。
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現状と数値目標
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年間スケジュール


